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0都道府県・指定都市教育委員会委員長会議における大臣あいさつ

0教職員給与の実態調査

0時間外勤務手当請求訴訟の概況について

0敦員の勤務時間制度を調査して（→ -米，英一

0文部省の機構改革
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文部省の檬椴改革

の
内
容
を
途
べ
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

、）（
 

ィ

の
内
容

ァ

寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

る
こ
と
で
記
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
き
の
第
五
十
八
回
国
会
に
お
い
て
、
各
省
庁
の
内
部
部
局
を
一
局
ず

つ
整
坦
削
減
す
る
讐
塁
諧
す
る
言
言
喜
簡
素
化
等
の
た
め
の
総

理
府
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
p
さ
る
六
月
十
五

日
に
注
律
第
九
十
九
号
と
し
て
公
布
さ
紅
同
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
竺
昨
年
十
二
月
十
五
日
に
閣
襄
決
定
さ
れ
た
「
各
省
庁
の

一
局
削
減
に
つ
い
て
」
の
方
針
に
羞
づ
い
て
各
省
庁
の
機
構
改
革
案
が
行

政
管
理
庁
で
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
本
年
二
月
、
政
府
か
ら
国
会
に
掲
出
さ

れ
て
い
た
見
の
で
ち
る
。
そ
の
題
旨
は
、
行
政
の
簡
素
化
と
能
率
化
を
図

る
こ
と
に
あ
り
、
総
理
府
木
府
ほ
か
十
七
省
庁
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
内
部

部
局
一
局
を
整
理
削
斌
す
る
と
と
も
紅
、
各
府
省
に
置
か
れ
て
い
る
審
議

会
の
う
ち
設
慨
日
的
が
類
似
す
る
も
の
等
に
つ
い
て
整
理
統
合
を
行
た
う

こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。

文
部
省
に
お
い
て
は
、
前
述
の
各
省
庁
一
局
削
減
の
方
針
決
定
に
際

ビ
文
化
局
と
外
局
で
あ
る
克
化
尉
昴
霰
委
員
会
を
統
合
し
て
文
化
庁
を

合
し
て
文
化
庁
と
し
た
の
で
あ
る
。

文
化
行
政
は
、
教
育
行
政
お
よ
び
学
術
行
政
と
・
レ
了
も
に
、
文
部
省
の
所

掌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
担
当
部
局
の
沿
革
を
入
る
と
、
戦
後
、
文
化

行
政
は
、
ま
す
、
仕
会
教
育
局
の
所
掌
と
し
て
出
発
し
、
つ
い
で
、
昭
和

二
十
五
年
、
法
隆
寺
金
堂
の
焼
失
を
契
横
と
す
る
文
化
財
保
護
法
の
制
定

に
よ
り
、
文
部
省
の
外
局
と
し
て
文
化
財
保
護
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
一

方
、
芸
術
文
化
の
普
及
振
興
に
関
す
る
行
政
に
つ
い
て
は

r

昭
和
四
十

l

年
に
至
り
、
こ
れ
を
統
一
的
に
主
管
す
る
部
局
と
し
て
文
化
局
が
設
け
ら

れ
、
今
日
応
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

諸
外
国
に
お
い
て
怠
、
例
え
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ソ
ビ
ニ
ト
連
邦
等
に
に

文
化
省
が
筐
か
れ
る
な
ど
、
文
化
行
政
の
櫻
糖
が
整
備
さ
れ
た
固
が
多
い

よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
と
し
て
も
、
文
化
庁
の
発
足
に
よ
り
文
化
行
政
の

一
元
化
が
図
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
文
化
行
政
の
檬
構
が
整
備
さ
れ
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
後
、
文
化
の
普
及
振
興
に
関
す
る

旋
策
が
い
ち
だ
ん
と
積
極
的
に
推
進
さ
れ
、
わ
が
国
文
化
の
発
展
向
上
に

文
化
庁
は
、
文
部
省
の
外
局
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

任
務
お
よ
び
権
限

設
け
る
こ
と
と
し
こ
の
た
め
必
要
な
文
部
省
設
置
法
、
文
化
財
保
叢
法

そ
の
他
の
関
係
法
律
の
改
正
案
を
こ
の
「
行
政
檬
構
の
簡
素
化
等
の
た
め

の
総
理
府
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
案
の
中
に
盛
り
込
ん
で

国
会
に
提
出
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
文
化
庁
の
設
置
を
中
心
と
す
る

今
回
の
文
部
省
の
槻
構
改
革
ほ
、
同
法
の
公
布
、
施
行
に
よ
っ
て
、
実
施

さ
れ
た
の
で
麦
る
。

文
化
庁
殷
置
の
趣
旨

こ
の
よ
う
記
f
今
回
の
文
部
省
に

庁
一
局
削
減
の
措
置
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
わ
た
が
、
文
部
省
と
し
て

は
、
こ
の
様
会
に
文
化
行
政
の
一
完
化
を
図
る
こ
と
と
し
、
文
化
庁
を
設

置
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
．
，
文
部
省
に
お
け
る
文
化
行
政

は
、
芸
術
文
化
の
普
及
振
興
に
関
す
る
行
政
に
つ
い
て
は
文
化
局
が
所
掌

し
r

伝
統
的
文
化
財
の
保
護
忙
関
す
る
行
政
に
つ
い
て
は
文
化
財
保
襲
委

員
会
が
所
掌
す
ろ
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
坦
当
部
局
が
二
分
さ
れ
て
い
た

兄
両
者
の
行
政
の
一
体
化
を
図
り
、
文
化
行
政
を
い
っ
そ
う
総
合
的
、

「
文
化
の
振
興
及
び
普
及
並
び
に
文
化
財
の

用
を
図
る
と
と
叱
に
、
宗
教
に
関
す
る
国
の
行
政
事
務
を
行
な
う
」
こ
と

を
任
務
と
す
る
（
文
部
省
骰
饂
法
第
二
十
九
条
）
。

ヽ
し

＞ 
し

マ
ーさ

「
宗
教
に
関
す
る
国
の
行
政
事
謗
」
に
つ
い
て
は
、
宗
敦
注

人
法
に
基
づ
く
宗
教
法
人
・
規
則
等
の
認
匠
等
の
事
務
で
あ
り
、
こ
れ
が

従
来
の
経
緯
も
あ
り
。
文
化
庁
の
所
掌
と
さ
れ
た
応
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
」
は
二
仏
羨
に
お
け
る
「
文
化
の

普
及
及
び
振
興
」
の
中
に
合
ま
れ
る
ぶ
の
で
箋
る
こ
と
等
か
ら
い
っ
て
、
J

文
化
庁
の
任
膀
は
、
一
口
に
い
え
は
、
わ
が
国
の
文
化
の
普
及
掘
輿
を
図

こ
れ
に
伴
っ
て
、
文
化
庁
は
、
そ
の
権
限
と
し
て

r

文
部
省
の
持
つ
極

限
の
う
ち
、
文
化
捻
よ
ひ
宗
教
に
係
る
も
の
を
行
使
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。)

E
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文
化
庁
に
は
、
そ
の
長
と
し
て
、
文
化
庁
長
官
が
置
か
れ
る
が
r

3

，ての

他
文
化
庁
の
内
部
部
局
の
組
職
お
よ
ぴ
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

文
化
庁
に
、
次
長
一
人
が
置
か
れ
る
。
次
長
は
、
長
官
を
助
け
｀
』
庁

務
を
整
理
す
る
も
の
で
あ
る
。

文
化
庁
に
、
長
官
官
房
な
ら
び
に
文
化
部
お
よ
び
文
化
財
保
護
部
の

二
部
が
置
か
れ
る
。
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文部省の機構改革

オ 二

の
指
定
そ
の
他
の
文
化
財
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
文
化
財
に
関
す
る
事

文
化
財
保
護
部
で
は
、
文
化
財
の
保
存
お
よ
び
活
用
に
関
し
、
企
画

文
化
財
保
護
部

イ
ょ
ぴ
文
化
財
保
護
部
長
が
置
か
れ
る
が
、
長
官
官
房
に
官
房

長
は
置
か
れ
な
い
。

長
官
官
房
で
は
、
文
化
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
椴
密
、
人
事
、
文

書
、
会
計
等
の
管
理
事
務
、
調
査
、
企
両
、
詞
整
事
務
な
ら
び
に
国
内

に
お
け
る
国
際
協
力
、
教
育
、
学
術
お
よ
び
文
化
に
係
る
国
際
文
化
交

流
の
企
画
等
の
国
際
文
化
交
流
に
関
す
る
事
務
な
と
を
処
理
す
る
。
こ

の
た
め
、
長
官
官
房
に
は
、
庶
務
課
、
会
計
課
お
よ
び
固
際
文
化
課
の

文
化
部
で
は
、
文
化
（
文
化
財
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
の
振
興
に
関

し
、
企
画
し
、
お
よ
び
援
助
と
助
言
を
与
え
る
と
と
忠
に
f
国
語
の
改

良
と
普
及
に
関
す
る
事
務
、
著
作
権
に
関
す
る
事
務
お
よ
び
宗
教
法
人

に
関
す
る
事
務
な
ど
を
処
理
す
る
。
こ
の
所
掌
事
務
は
、
国
際
文
化
交

流
関
係
の
事
務
が
長
官
官
房
に
移
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
除
い
て
は
、
従

ウ

こ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
文
化
部
に
は
、
文
化
普
及
課
、

芸
術
課
、
国
語
課
、
著
作
櫂
課
お
よ
び
宗
務
課
の
互
課
が
置
か
れ
る
。

し
、
お
よ
び
援
助
と
助
言
を
与
え
る
と
と
も
に
、
国
宝
、
重
要
文
化
財

来
の
文
化
局
の
所
掌
事
務
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

務
を
処
理
す
る
。
こ
の
所
掌
事
務
は
、
文
化
財
に
関
す
る

係
の
事
務
が
長
官
官
房
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
除
い
て
は
、
従
来
の
文
化

財
保
護
委
員
会
事
務
局
の
所
掌
事
務
と
ほ
ぽ
同
様
で
あ
る
。

こ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
文
化
財
保
謹
部
に
は
、
管
理

課
f
記
念
物
課
、
美
術
工
芸
課
f7

建
造
物
課
お
よ
び
無
形
文
化
課
の
五

課
が
置
か
れ
、
ま
た
、
こ
の
部
の
事
務
の
う
ち
、
文
化
財
に
関
す
る
専

門
的
、
技
術
的
な
重
要
事
項
に
伊
る
も
の
を
総
括
璧
理
す
る
た
め
、
文

化
財
鑑
査
官
一
人
が
置
か
れ
る
。

`
、
’
!三

附

属

機

関

(
2
 

文
化
庁
に
は
、
附
属
機
関
と
し
て
、
国
立
博
物
館
（
東
京
、
京
都
お
よ

ひ
奈
良
）
、
国
立
近
代
美
術
館
（
東
京
お
よ
ひ
京
都
）
、
国
立
西
洋
美
術

館
p
国
立
国
話
研
究
所
、
国
立
文
化
財
研
究
所
（
東
京
お
よ
び
奈
良
）
お

よ
び
日
本
芸
術
院
が
置
か
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
従
来
文
部
省
太

省
お
よ
び
文
化
財
保
護
委
員
会
の
附
属
楔
関
で
あ
っ
た
も
の
が
、
文
化
庁

の
設
置
に
伴
い
、
同
庁
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
附
属
槻
関
は
、
わ
が
国
の
文
化
の
振
興
と
普
及
の
た
め
今
後

と
危
重
要
な
役
割
を
果
た
す
忍
の
と
期
待
さ
れ
、
そ
の
電
要
性
に
か
ん
が

み
、
こ
れ
ら
の
附
属
機
関
の
長
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
文
化
庁

長
官
の
申
し
出
に
よ
り
文
部
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
p
日
本
芸
術
院
の
院
長
に
つ
い
て
は
冷
一
・
て
の
特
殊
性
に
も
と
づ
き

A

会
員
の
選
挙
に
よ
り
、
．
直
接
、
文
部
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

(33 1 
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文部省の機構改革

庁
一
局
削
減
の
措
懺
の
一
環
と
し
て
文
化
局
と
文
化
財
保
護
委
員
会
を
統

t
こ
よ
り
文
化
行
政
の
一
元
化
を
図
っ
た

合
し
て
文
化
庁
を
設
置
し
、
こ
J4
t

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
の
文
部
省
に
詞
け
る
機
構
改
革
は
、
各
省

五

結

び

所
要
の
経
過
措
置
が
定
め
ら
れ
た
。

オ ニ ゥ

同
法
に
規
定
す
る
文
化
財
保
護
委
員
会
の
権
限
に
つ
い
て
、
国
宝
、

び
そ
の
解
除
な
ど
と
く
に
重
要
な
処
分
に

重
要
文
化
財
等
の
指
定
お
よ

つ
い
て
は
文
部
大
臣
が
行
な
う
こ
と
と
し
、
そ
の
他
の
処
分
に
つ
い
て

は
文
化
庁
長
官
が
行
な
う
こ
と
と
す
る
よ
う
改
め
ら
れ
た
。

従
来
、
文
化
財
保
護
委
員
会
規
則
で
定
誓
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て

い
た
事
項
庄
今
後
、
文
部
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
改
め
ら
れ
た
。

新
た
に
、
文
化
財
保
護
審
談
会
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

そ
の
他
、
機
構
改
革
に
関
連
す
る
改
正
が
行
な
わ
れ
る
と
と
こ

ィ
関
す
る
規
定
が
削
除
さ
れ
た
。

ア

文
化
財
保
護
委
員
会
お
よ
び
そ
の
事
務
局
、
附
属
機
関
等
の
設
置
に

ーよ

ダヽ

地
方
芸
術
文
化
の
振
興

4
新
人
の
発
見
と
育
成
を
は
か
る
。

C
a
 

青
少
年
に
対
し
ぶ
す
ぐ
れ
た
芸
術
を
鑑
賞
で
き
る
機
会
を
与
え
る
。

n
/
 

芸
術
関
係
団
体
の
活
動
に
対
ず
る
助
成
を
強
化
す
る
。

,L 

芸
術
祭
の
あ
り
方
を
刷
新
し
そ
の
充
実
を
は
か
る
。

芸
術
文
化
の
振
興
と
普
及

文
化
庁
の
発
足
に
あ
た
り
わ
が
国
の
伝
統
的
な
文
化
財
の
保
護
に
万
全

を
期
ず
る
と
と
も
に
、
芸
術
文
化
の
振
興
の
た
め
、
稽
極
的
な
施
策
を
講

す
る
こ
と
を
革
本
態
度
と
し
、
こ
れ
ら
の
行
政
を
一
体
的
に
推
進
し
た

い
。
ま
た
、
地
方
に
対
す
る
芸
術
文
化
の
普
及
に
は
特
に
力
点
を
置
き
た

い
。
芸
術
文
化
の
振
興
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
、
文
化
入
や
芸
術
家
の

自
主
性
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
の
活
動
が
よ
り
自
由
に
活
発
に
行
な
わ
れ
る

よ
う
側
面
か
ら
授
助
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

具
体
的
に
は
、
当
面
、
次
の
諸
施
策
を
重
点
事
項
と
し
て
と
り
あ
げ
王

、。＼ 
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財
保
護
法
に
つ
い
て
は
改
正
の
要
旨
塁
次
の
と
お
り
で
ち
る
。

十
四
件
に
お
よ
ぶ
が
そ
の
う
ち
、

と
く
に
広
汎
な
改
正
の
記
っ
た
文
化

文
化
庁
の
重
点
施
策

行
な
わ
れ
た
。
そ
の
数
且
、
全
体
で
法
禅
十
二
件
、
政
令
十
一
一
一
件
、
省
令

庁
の
重
点
旋
策
」
を
掲
け
て
結
び
と
し
た
い
。

関
係
の
法
令
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多
数
釘
法
令
に
つ
い
て
改
正
二
廃
止
等
が

最
後
尺
文
化
庁
の
発
足
と
同
時
に
、
同
庁
か
ら
発
表
さ
れ
た
「
文
化

二
f
,
¥
 

今
回
の
機
構
改
革
に
よ
る
文
化
庁
の
設
置
に
伴
っ
て
p
文
部
省
の
機
構

／
 

待
さ
れ
る
。

模
と
し
て
、
今
後
わ
が
国
の
文
化
が
い
っ
そ
う
発
展
向
上
す
る
こ
と
が
期

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
化
行
政
の
機
構
が
整
備
さ
れ
た
こ
と

憲
門
の
事
項
を
闘
直
審
麟
す
る
た
め
、
四
つ
の
専
門
調
査
会
が
設
け
ら
て

初
等
中
等
教
育
局
に
移
す
改
正
が
こ
の
殷
会
に
行
な
わ
れ
た
ci

委
員
九
十
人
以
内
お
よ
び
相
当
数
の
臨
時
専
門
委
員
を
置
く
と
と
も
応

制
教
育
お
よ
び
通
信
教
育
振
興
法
に
基
づ
く
設
備
費
等
の
補
助
の
事
務
を

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
r

同
審
議
会
に
は
、
専
門

立
学
校
に
つ
い
て
の
理
科
教
育
捩
興
法
、
産
業
教
育
振
興
法
お
よ
び
定
時

処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
f
同
審
議
会
に
諮
問
し
な

な
お
、
こ
の
ほ
か
、
従
来
、
管
理
局
（
振
興
課
）
で
行
な
っ
て
い
た
私

財
の
指
定
お
よ
び
そ
の
解
除
そ
の
他
の
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
重
要
な

t

-
0
 

チ｝ぃ．

の
と
す
る
ほ
か
、
文
部
大
臣
お
よ
び
文
化
庁
長
官
は
、
国
宝
、
重
要
文
化

房
（
総
務
課
）

に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
す
る
等
の
改
正
が
行
な
わ
れ

審
議
会
の
委
員
五
人
は
、
＂
内
閣
の
承
認
を
経
て
文
部
大
臣
が
任
命
す
る
も

つ
い
て
は

4
>

そ
の
性
格
に
か
ん
が
み
、

e

文
化
庁
に
移
さ
ず
，
本
省
大
臣
官

術
性
と
安
定
性
の
要
請
に
応
ず
る
た
め
の
也
の
で
凌
る
。
こ
の
た
芯
、
同

お
け
る
教
育
、
学
術
ま
た
は
文
化
の
振
興
に
関
す
る
連
絡
調
整
の
事
務
に

委
員
会
制
度
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
た
文
化
財
保
護
行
政
の
専
門
技

務
の
う
ち
、
・
日
本
ュ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
に
関
す
る
事
務
お
よ
び
沖
縄
に

た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
従
来
、
文
化
財
保
護
委
員
会
と
い
う
行
政

の
例
外
と
し
ー
ミ
従
来
、
文
化
局
（
国
際
文
化
課
）
が
所
掌
し
て
い
た
事

官
に
建
議
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
審
謡
会
と
し
て
、
新
た
に
設
け
ら
れ

て
い
た
事
務
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
文
化
庁
に
移
さ
れ
た
が
、
な
お
、
こ

騎
し
、
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
文
部
大
臣
ま
た
は
文
化
庁
長

問
に
応
じ
て
文
化
財
の
保
存
お
よ
び
活
用
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審

ま
た
、
文
化
財
保
護
審
議
会
は
、
文
部
大
臣
ま
た
は
文
化
庁
長
官
の
諮

四

そ

の

他

の

改

正

ーヽノ一
所
掌
事
務
関
係

（
 

こ
の
よ
う
に
、
従
来
、
文
化
局
お
よ
び
文
化
財
保
護
委
員
会
が
所
掌
し

の
設
置
に
伴
い
、
同
庁
に
移
管
し
た
1

も
の
で
あ
る
。

t
こ
c

a
4

f
 

人
審
議
会
は
、
従
来
文
部
省
本
省
の
審
謡
会
で
記
っ
た
も
の
を
r

文
化
庁

審
議
会
は
、
又
化
財
保
護
審
議
会
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
廃
止
さ

文部省の機構改革

こ
れ
ら
の
う
ち
、
国
語
審
議
会
、
著
作
権
制
度
審
顕
会
お
よ
び
宗
教
法

な
お
、
従
来
、
文
化
財
保
護
委
員
会
に
設
け
ら
れ
て
い
た
文
化
財
専
門

会
、
宗
教
法
人
審
議
会
お
よ
び
文
化
財
保
護
審
祇
会
が
慨
か
れ
る
。

し
出
に
よ
り
文
部
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

る。
四文

化
庁
に
は
、
審
読
会
と
し
て
二
国
語
審
議
会

r

著
作
権
制
度
審
議

て
も
f
>
て
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
委
員
は
と
く
に
、
文
化
庁
長
官
の
申

審
議
会

国
語
審
議
会
、
著
作
権
制
度
審
議
会
お
よ
び
宗
教
法
人
審
議
会
に
つ
い

い
る
。

(34) 



文部省の機構改革

/‘ 

3
 強

化
す
る
。

2

史
跡
、
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
つ
い
て
の
国
の
発
据
胄
査
体
制
を

著
作
権
法
案
の
早
期
成
立
を
期
す
る
。

国
際
文
化
交
流
の
活
発
化

芸
術
文
化
の
国
際
交
流
、
芸
術
家
、
文
化
人
等
の
人
物
の
固
際
交

流
を
促
進
す
る
。

国
語
審
議
会
の
審
議
の
方
向
に
そ
っ
て
国
語
旋
策
の
改
善
を
期
す

国
土
開
発
事
業
の
急
激
な
進
行
に
対
処
し
、
史
跡
、
埋
蔵
文
化
財

の
緊
急
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
史
跡
に
つ
い
て
、
土
地
の
買

上
げ
、
環
境
整
俯
に
努
め
る
。

特
に
平
城
、
藤
原
、
飛
鳥
等
の
宮
跡
の
保
存
整
備
に
つ
き
検
討
を

進
め
る
。

ー
史
跡
埋
蔵
文
化
財
対
策
の
強
化

る。

五
国
語
施
策
の
改
善

2

外
国
人
に
対
す
る
日
本
話
教
育
の
充
実
を
は
か
る
。

四

署
作
権
掴
度
の
改
正

を
与
え
る
。

3

地
方
の
人
々
に
対
し
中
央
の
す
ぐ
れ
た
芸
術
を
鑑
賞
で
き
る
機
会

2

地
方
に
お
砂
る
文
化
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
。

ー
上
地
方
の
芸
術
文
化
活
動
の
振
輿
を
は
か
る
。

九 八 七

‘

て

(
¥
,
,
9
9
4
1
 

し
ょ
う
い
ち
ろ
う
二
官
房
総
務
課
審
議
班
主
査
）

る。

3

天
然
記
念
物
f
特
記
原
始
林
f2

動
植
物
の
保
護
を
強
力
に
推
進
す

?~ 
,
i
 国

宝
、
重
要
文
化
財
等
の
保
護
の
充
実

国
宝
重
要
文
化
財
の
修
理
、
防
災
を
強
化
す
る
。

重
要
無
形
文
化
財
の
伝
承
者
や
国
宝
重
要
文
化
財
の
修
理
技
術
の

後
継
者
の
養
成
に
努
力
す
る
。

明
治
関
係
文
化
財
の
指
定
の
促
進

明
治
関
係
の
美
術
工
芸
、
建
造
物
、
史
跡
の
指
定
を
促
進
す
る
。

国
立
文
化
施
設
の
整
備
等

国
立
の
博
物
館
、
美
術
館
、
劇
場
等
を
整
備
充
実
す
る
と
と
も
に
、

公
私
立
の
文
化
旋
設
と
の
有
極
的
連
撚
を
は
か
る
。

な
お
、
フ
ィ
ル
ム
。
七
ン
タ
ー
の
設
置
に
努
力
す
る
。

〈36)



あ

と

が

き

A

読
者
の
皆
さ
ん
か
こ
の
七
月
号
を
手
に
さ

れ
る
こ
ろ
に
は
す
で
に
す
っ
か
り
梅
雨
忠
あ

け
、
真
夏
の
太
陽
が
ま
っ
こ
う
か
ら
大
地
を
照

り
つ
け
る
季
節
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

。

ぷ
ノ

こ
れ
か
ら
は
暑
い
日
の
連
続
で
あ
る
。
人
、
そ

れ
ぞ
れ
こ
の
暑
さ
を
し
の
ぐ
方
法
を
考
え
て
お

ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
案
外
仕
事
に
熱
中

し
て
い
る
の
が
一
番
の
避
暑
芦
か
も
し
れ
な

ヽ
っ

し傘
さ
る
六
月
十
九
日
に
文
部
省
招
集
の
都
迫

府
県
。
指
定
都
市
教
育
委
員
会
委
員
長
会
望
臀

―1
0
日
に
は
同
教
育
長
会
試
か
そ
れ
そ
れ
開
催

さ
れ
た
。

委
員
長
会
読
で
は
、
大
臣
あ
い
さ
つ
r

事
務

次
官
説
明
の
あ
と
熱
心
な
質
疑
か
行
な
わ
れ

た
。
ま
た
教
育
長
会
議
は
大
臣
あ
い
さ
つ
、
各

局
長
説
明
、
質
疑
応
答
が
あ
り
r

そ
の
日
の
日

程
を
終
え
た
。

本
誌
で
は
委
員
長
会
議
で
の
大
臣
主
い
さ
つ

を
掲
載
し
た
。

＆
「
教
育
は
人
な
う
」
と
し
具
し
は
い
わ
れ

る
応
、
教
育
の
成
果
は
究
極
的
に
は
教
載
員
に

そ
の
人
を
得
る
こ
と
か
で
き
る
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
で
麦
ろ
う
。

条
件
特
に
給
与
の
改
善
か
教
育
界
に
人
材
を
得

る
た
め
の
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の

は
ま
ち
が
い
な
い
。

文
部
省
と
し
て
も
従
来
か
ら
教
職
員
の
給
与

改
善
に
努
力
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昨

年
r

靱
木
前
文
部
大
臣
が
国
会
そ
の
他
に
お
い

て
教
員
給
与
の
改
善
を
明
ら
か
に
し
に
こ
と
r

お
よ
び
超
過
勁
務
に
対
す
る
措
置
の
閲
辺
が
契

機
と
な
っ
て
教
職
員
給
与
の
再
様
討
か
要
詞
さ

九
た
。
文
部
省
に
お
い
て
）
も
ま
ず
最
初
化
敦
職

員
給
与
の
実
態
詞
査
を
昭
和
四
十
三
年
五
月
一

日
現
在
で
行
な
い
、
そ
の
実
態
を
把
掴
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
初
中
局
の
岩
田
財
務
課
長
に
調
査
の

趣
旨
、
宮
園
課
長
補
佐
に
詞
査
の
方
法
＇
内
容

等
に
つ
い
て
執
筆
し
て
い
た
た
い
た
。
こ
の
調

査
に
つ
い
て
皆
さ
ん
の
ご
既
力
を
お
頴
い
し
ま

l

o

 
吋，ム

教
員
に
よ
る
時
閏
外
勤
笥
手

当
請
求
訴
訟
が
今
年
に
な
っ
て
十
六
の
府
県
で

い
っ
せ
い
に
提
起
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
訴
訟
の
提
起
状
況
r

こ
れ
ま
で
の
時

間
外
勤
務
手
当
請
求
訴
訟
判
決
の
概
要
お
よ
ひ

た
っ
て
の
留
意
占
心
に
つ
い
て
説
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明
を
く
わ
え
た
の

しヽム
こ
と
し
の
四
月
か
ら
五
月
に
か
げ
て
約
一

か
月
間
地
方
課
の
雨
宮
事
務
官
立
西
欧
に
お
け

る
敦
員
の
勤
誘
時
間
制
度
を
胴
査
し
て
き
た
の

て
、
そ
の
報
告
を
談
ね
て
執
置
麒
っ
た
。
こ
一

読
い
た
だ
き
た
い
。

傘
十
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
立
「
教
育
関

係
判
例
諮
座
」
は
今
回
を
丸
っ
て
終
り
ま
す
。

に
し
て
い
た
だ
ぎ
た
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